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各都道府県 私立高等学校等奨学のための給付金 担当課長 様 

 

 

京都府文化スポーツ部文教課長  

（公 印 省 略） 

 

京都府奨学のための給付金制度（新入生一部早期給付）に関する 

周知等について（依頼） 

 

平素より、本府私学行政の推進に御理解・御協力いただきありがとうございます。 

さて、京都府では、奨学のための給付金事業について、新入生への一部早期給付（令和

４年４月～６月分）を実施いたします。 

つきましては、貴課所管の高等学校等就学支援金対象校に対し、以下の京都府ホームペ

ージを御案内いただく等、京都府内に保護者が在住する生徒への制度の周知に御協力いた

だきますようお願いします。 

 

〇申請期限 

令和４年４月３０日（土）まで 

 

〇京都府ホームページ（令和４年４月１日更新） 

 https://www.pref.kyoto.jp/bunkyo/syogakukyufukin.html 
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